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○出席者 

司 会：郷行政改革推進本部事務局次長 

七條行政改革推進本部事務局長 

上坊行政改革推進本部事務局次長 

有識者：大屋雄裕委員（取りまとめ）、伊藤伸委員、島田由香委員、山田真哉委員 

府省等：文部科学省、財務省 

 

 

○郷事務局次長 これより「いじめ対策・不登校支援等総合推進事業」について議論を行

います。 

 議論に先立ちまして、本テーマを御担当いただく有識者を御紹介させていただきます。 

 慶應義塾大学法学部教授、大屋雄裕委員。 

 政策シンクタンク構想日本総括ディレクター、伊藤伸委員。 

 株式会社YeeY共同創業者、代表取締役、島田由香委員。 

 芸能文化税理士法人会長、山田真哉委員。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 本テーマの取りまとめは大屋委員にお願いいたします。 

 出席省庁は文部科学省でございます。 

 それでは、議論に入ります。 

 初めに、事務局から論点について説明をお願いします。 

 

○事務局 事務局より御説明申し上げます。 

 事務局説明資料を御覧ください。 

 資料１ページを御覧ください。本事業は、不登校やいじめの重大事態の増加が続く中、

児童生徒の抱える課題の早期発見、支援のため、関係機関と連携して、学校が情報を共有

し、教育相談にチームとして取り組むための体制整備を支援するものであり、主に、１、

スクールカウンセラー等活用事業、２、スクールソーシャルワーカー活用事業について、

その経費の３分の１を補助するものであります。令和８年度概算要求額は、前年度から24

億円増の118億円となっています。 

 資料２ページを御覧ください。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの

配置実人数、対応学校数は、予算額とともに増加傾向です。スクールカウンセラーへの相

談件数、スクールソーシャルワーカーの支援対象児童生徒数も、配置の増加に伴い増加傾

向にありますが、１人当たりの相談件数等は横ばいとなっております。 

 資料３ページを御覧ください。先ほどの資料でもあったとおり、スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカーの配置は増加しておりますが、いじめの認知件数、いじめの

重大事態、不登校児童生徒は増加の一途をたどっております。また、下のグラフを御覧い
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ただきますと、1,000人当たりの不登校児童生徒数が多い都道府県を左から順に棒グラフ

で並べ、スクールカウンセラーの配置率を折れ線で表示しておりますが、傾向はまちまち

であり、両者に相関関係を認めることは難しいと考えます。 

 資料４ページを御覧ください。文科省の調査において、調査年度で新たに不登校になっ

た児童生徒、調査前年度から不登校が継続している児童生徒の割合を示したグラフです。

新規不登校児童数、生徒数は、いずれも令和６年度で減少に転じ、在籍者数に対する割合

で見ても低下に転じております。継続率でも、小学校、中学校、いずれも足元低下してお

ります。数字の上ではありますが、改善の兆しが見られるのであれば、改善に寄与した施

策を特定するなど、要因分析が必要ではないかと考えております。 

 資料５ページを御覧ください。こちらは、当該事業のレビューシートにおける効果発現

経路の抜粋です。現状設定されている短期アウトカムについて、本来求められる、受益者

視点で事業の効果を把握・検証可能な指標設定となっているか、また、長期アウトカムに

ついても、文部科学省が掲げる政策の趣旨に鑑み適切なものとなっているか、確認が必要

と考えます。 

 資料６ページを御覧ください。千葉県の子どもと親のサポートセンターを訪問いたしま

して、資料記載のとおり、千葉県の小中学校で実際に勤務されているスクールカウンセラ

ー、スクールソーシャルワーカー、また、千葉県担当職員の皆様方の現場の声をヒアリン

グさせていただきました。現場の方々が限られた人的リソースの中で御苦労されている実

態を直接お聞きすることができました一方で、それゆえに効果的・効率的な事業執行が極

めて大切であるという印象を抱いたところでございます。 

 以上を踏まえまして、論点です。資料７ページを御覧ください。 

 依然としていじめの重大事態の発生件数、不登校児童生徒数の増加が続いている中、ス

クールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置により政策効果が上がっている

ことを十分にデータで検証できているか。専門的な人材の地域的な偏在など、限られた人

的リソースの中で、他機関との連携や現場の実態を踏まえたスクールカウンセラー、スク

ールソーシャルワーカーの活用がなされているか。 

 効果検証過程において、どのような指標を設定すれば、よりよい改善につなげていくこ

とができるか。例えば、毎年予算を増額すれば達成可能な短期アウトカムの見直しや、不

登校になった児童生徒の学びの継続状況を観測できる指標を長期アウトカムとして設定す

るなどが考えられるのではないか。 

 以上となります。 

 

○郷事務局次長 続きまして、文部科学省から事業概要等について御説明をお願いします。

御発言の前に、役職とお名前をおっしゃっていただくようお願いいたします。 

 

○文部科学省 失礼いたします。文部科学省児童生徒課長の千々岩と申します。どうぞよ
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ろしくお願い申し上げます。 

 説明資料に基づきまして、御説明申し上げます。時間が限られておりますので、ポイン

トに絞って御説明をさせていただきたいと思います。 

 まず１ページ目を御覧ください。本事業の概要でございます。本事業は、いじめや不登

校といった課題を踏まえまして、児童生徒にとって安全安心な学校・学級づくり、そして

誰一人取り残されない学びの保障の実現、これを大きな目的としているものでございます。 

 その上で、この枠囲みの中に本事業を構成する主な取組を記載しております。左側の箱

につきまして、まずスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置充実がご

ざいます。こちらが本事業の中で最も大きな予算となっており、今日の御説明はこのスク

ールカウンセラー、ソーシャルワーカーを中心とさせていただきます。ほかにも不登校児

童生徒の学びの場の確保として、校内教育支援センター支援員の配置、アウトリーチ支援

や保護者支援、学びの多様化学校の設置促進などがございます。 

 箱の右側には、いじめや不登校関係の調査研究事業がございます。 

 次の２ページを御覧ください。本事業の背景としてのいじめの状況でございます。 

 資料の左上、まずいじめの認知件数、こちらは過去最多となっておりますが、いじめの

認知件数が多い学校につきましては、文部科学省としては、いじめを初期段階のものを含

めて積極的に認知して、解消に向けた取組のスタートラインに立っているものと肯定的に

評価しているものでございます。 

 一方、資料の右下、いじめの重大事態の件数を記しております。重大事態の発生件数は

令和６年度、1,405件で前年度よりその増加率は低下しておりますが、極めて憂慮すべき高

さにあると。いじめの重篤化を予防するためには、いじめの早期発見、早期対応が重要と

考えているところでございます。 

 次に３ページ目を御覧ください。不登校の状況です。資料の左側、小中学校における不

登校児童生徒数は、令和６年度、35万3970人と過去最多となっております。一方で、その

増加率は前年度から低下しております。また、仮に不登校になったとしても、学びたいと

思ったときに、多様な学びにつながることができるようにすることが重要と考えておりま

すところ、資料の右下にございますように、学校内外の機関等で専門的な相談指導を受け

た不登校児童生徒数は約22万人、不登校児童生徒数に占める割合は61.7％となってござい

ます。 

 次の４ページ目を御覧ください。不登校の児童生徒を、新規の不登校児童生徒と継続し

て不登校となっている児童生徒に分けて整理したものでございます。右上のグラフ、小中

合計の新規で不登校になった児童生徒の数は、令和６年度に９年ぶりの減少となってござ

います。また、下にございますように、不登校の継続率も前年度から減少しているところ

でございます。 

 次の５ページ目を御覧ください。このようないじめや不登校への対応として、スクール

カウンセラーやスクールソーシャルワーカーは大きな役割を果たしております。現状、国
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として予算措置により各地における配置を支援しておりまして、資料の中段でございます

が、予算措置上の考え方としまして、スクールカウンセラーは全公立小中学校に週４時間

を基礎として配置しまして、その上で一部の学校に、課題に応じた重点配置として週４時

間を加算する形としております。また、右側のスクールソーシャルワーカーにつきまして

は、全中学校区に週３時間を基礎として配置しまして、一部の学校に対して、週３時間分

をさらに重点配置として追加できるものとしてございます。 

 その上で、実際の具体の配置につきましては、資料の左下にございますように、多様な

配置があるところでございまして、各自治体の裁量において、地域の実情に応じて決定い

ただいているところでございます。 

 次に６ページ目を御覧ください。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー

の配置の効果についてでございます。例えばこの円グラフの左側でございますが、不登校

の課題に対応した結果としまして、課題が解決した、あるいは好転したといった数の合計

につきましては、カウンセラーについては、継続支援ではない場合は67.4、継続支援の場

合も38.3といったパーセンテージとなっております。右側のスクールソーシャルワーカー

についても、おおむね同様の傾向でございます。 

 また、一番下のグラフでございますが、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワ

ーカーが配置されている学校の教諭は、配置がない学校の教諭よりも心理的ストレスの状

況がよいといったデータもございます。 

 次の７ページ目を御覧ください。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

の支援対象となった児童生徒につきましては、このカウンセラーやソーシャルワーカーの

みならず、学校外の教育機関や福祉、刑事司法、あるいは保健医療等との連携もなされな

がら実際の支援が行われているところでございます。 

 最後に８ページ目を御覧ください。現在のレビューシートにおきましては、例えばこの

短期アウトカムには、相談件数や支援対象児童生徒数といったものを置きまして、また、

長期アウトカムには、いじめの解消状況や専門的な相談指導の割合を入れているところで

ございます。しかしながら、よりよい事業としていくための指標のさらなる改善も必要と

考えております。例えば、児童生徒の状況等を踏まえた指標を設定することなどを含めま

して、指標のさらなる改善について、本日の御議論も踏まえながら検討していきたいと考

えてございます。 

 以上でございます。 

 

○郷事務局次長 ありがとうございました。 

 それでは、これより有識者の委員の皆様から御意見を賜りたいと存じます。御発言のあ

る方は挙手をよろしくお願いいたします。 

 島田委員、お願いいたします。 
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○島田委員 御説明ありがとうございます。 

 少し質問もございまして、幾つかお聞かせいただきながら、こうなのではないかなと考

えていることを皆さんとも議論できればと思っております。 

 まず、この事業の大きな目的というところの再確認ですが、レビューシートのトップに

も書いてくださっていますし、御説明にもあったのですけれども、いじめや不登校という

状況を未然に防ぐということも１つ目的に入っています。かつ、そういった状況の早期発

見と対応、これは両方すごく大事だなと考えております。今までいただいている資料や御

説明から効果が出ていることを見ると、早期発見と対応というところは、SC、SSWの数が増

加することによって効果が出ている部分もあると理解できたのですが、未然に防ぐという

ところに関して、どういった点で効果が出ているとお感じになっているのかを先にお聞か

せいただきたいと思いまして、手を挙げさせていただきました。よろしくお願いいたしま

す。 

 

○文部科学省 ありがとうございます。 

 もしよろしければ、資料の４ページ目を御覧いただければと思います。資料の４ページ

目の不登校の状況について、上が新規の不登校児童生徒数になります。下が不登校の継続

率の状況になります。大きな見方として申し上げさせていただくと、上の新規というとこ

ろは、ある意味、未然防止のところの効果が多いと思っています。未然防止が効くことに

よって、一定程度新規の不登校児童生徒の減少に働くところがあると思います。一方で、

不登校になっているお子さんへの対処に対する効果という意味においては、継続率が下が

ってきていることがその効果として見えるところがあると思っています。そういう意味に

おきまして、もちろんまだ十分ではございません。不登校の子供たちは35万人いらっしゃ

います。極めて憂慮すべき状況ですが、今回、傾向の違いとして効果が出ている新規と継

続というのは、それぞれ未然防止と不登校になっているお子さんへの対処の両面の効果だ

と思っています。 

 未然防止に対して、どういう形で、例えばカウンセラーさんやワーカーさんの働きが効

くかといったところについて申し上げますと、実は、これも途中で説明させていただきま

した６ページ目で効果についてグラフを入れさせていただきました。継続支援なしと継続

支援ありに分けております。継続支援なしというのは１回、単発の御相談になります。継

続支援ありというのは長期間にわたる支援になります。大きく見れば、継続支援ありとい

うのは、不登校になっているお子さんへの対処になって、継続しないというのは、ある意

味、入口に近いところの対応になっています。そういう意味におきましては、早い段階で

カウンセラーさんやソーシャルワーカーさんが話を聞いて心理的なアプローチをしてあげ

ることによって、重篤化しないで止めることができているという点はあろうかと思ってご

ざいます。 
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○島田委員 ありがとうございます。すごくよく分かりました。 

 このデータは非常に重要だと思っていまして、不登校継続率が下がったのは今年、去年

と何か違うことを行ってきたからなのかというところの分析はされているのかどうかをう

かがいたいと思います。なぜこれを聞くかといえば、この傾向が続いていくことを望みま

すし、新たに何かをやられて改善されたのであれば、それが功を奏しているなら続けたほ

うがいいと思うからです。 

 同時に、SC、SSWの数を増やしていくということだけでは、恐らく予算の点から見ても、

やはり人が増えていけばそれだけ人件費がかかっていきますので、数だけではなくて、人

数を増やすばかりではなくて、何をやっているからこの効果が出ているのかというところ

をどのように把握されているのか、この点をぜひ知りたいなと思いました。もし何か持っ

ていらっしゃるデータがあれば教えてください。 

 

○文部科学省 ありがとうございます。 

 参考資料で10ページ目をもしよろしければ御覧いただければと思います。こちらは不登

校対策全体像のような形になるのですが、今、国におきましては、令和５年３月に不登校

対策の「COCOLOプラン」といったものを策定させていただきました。大きな柱は３点ござ

います。１点目は、不登校の子供たちに多様な学びの場を確保する。２点目は、心の小さ

なSOSを見逃さずに「チーム学校」で支援する。この中にスクールカウンセラーやスクール

ソーシャルワーカーの取組も入ります。３点目は、そもそもの学校を安心して学べる場所

にすると、この取組を令和５年３月にスタートさせていただきました。 

 それ以降、これまでも頑張ってきたわけですが、このプランも踏まえまして、そして予

算も頂く中で、令和６年度の局面で一定の効果が出てきたところはあるのではないか。我々

としては、効果が出つつあるとは思っています。ただ、当然まだ十分ではありません。そ

ういう意味におきましては、これまでやってきた取組を、もちろん効果もしっかり見なが

ら、自治体や学校とともにやっていくという形でいきたいと思っております。 

 

○島田委員 ありがとうございます。よく分かりました。 

 

○郷事務局次長 伊藤委員、お願いいたします。 

 

○伊藤委員 伊藤です。よろしくお願いいたします。 

 最初の御説明の中でも、今、いじめの件数や不登校の件数は、必ずしも低下しているわ

けではなくて、増えているところがある。ただ、これは多分、いじめにおいては、もとも

と今は早期認知をすることが早期解決につながるからこそ、きっと重視すべき数字は、い

じめ全体の件数というよりは、重大発生件数をどうやって抑制していって、さらには解決

に結びつけていくかになるだろうし、不登校についても、不登校イコール駄目なことでは
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なくて、しっかりとあらゆる機関にアクセスができているかどうかという視点を前提とし

て議論するということで、まずここは問題ないか確認させてください。 

 

○文部科学省 ありがとうございます。 

 まず１点目のいじめの関係につきましては、資料の２ページ目を御覧いただければと思

います。今、伊藤委員からございましたように、いじめにつきましては、認知と重大事態

というものを分けて考える必要があると思っています。従来、ややもすれば、いじめが学

校において隠されるという批判もございました。我々文部科学省としては、いじめを認知

したら積極的に報告するようにと、そして早期の段階でいじめを解決するようにという指

導を強めています。その観点で、左上の認知件数は増えてきていると思っております。も

ちろんいじめは許されません。許されませんが、在るいじめを積極的に認知するというこ

とについては、肯定的に認識しています。一方で、右下にあるいじめの重大事態は、生命、

心身、財産に影響を与えたり、あるいは不登校に至ってしまうようないじめです。これが

増えるのは、やはり憂慮すべき状況だと思っていますので、この対処についてはしっかり

やっていく必要があるというのがいじめについての認識となります。 

 それから、２点目の不登校につきましては、また同じ資料で恐縮ですが、10ページ目を

御覧いただければと思います。ここの「COCOLOプラン」の目標の一番上のところに書かせ

ていただいています。不登校により学びにアクセスできない子供たちをゼロにすることを

目指すといったことが、「COCOLOプラン」における目標という形にさせていただいている

ところでございます。 

 

○伊藤委員 ありがとうございます。 

 今の前提の中でになるのですが、これは先ほど島田さんからもお話がありました、スク

ールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーをとにかくこれからどんどん増やすこと

で目的の達成になるのかどうかという視点がやはり重要になってくるかと思っています。

最初の御説明の中でも、今、レビューシートに書かれているロジックモデルが必ずしもパ

ーフェクトではないということで、これからも改善を図っていくというところかと思うの

ですが、もしかしたら、仮に不登校であれば、今「COCOLOプラン」で説明された、アクセ

スできない子供たちをゼロにするというのがまさに一番目指す姿であり、これが最終アウ

トカムになってくるのかな。では、この最終アウトカムを目指すに当たって、スクールソ

ーシャルワーカー、スクールカウンセラーが増えれば増えるほどこれがゼロになるのかど

うかという視点は必要かなと思っています。 

 今日の資料の中には、担任の先生の心理的ストレスの解消、これはスクールカウンセラ

ーさんがいるかいないかでの違いが出ているかと思うのですが、これも大切なのですけれ

ども、やはり重要なのは子供たちのほうになってくるかと思います。例えば見せていただ

いた千葉県であれば、重点校というのは週２日必ず行っている学校もあったりとか、そこ
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とそれ以外の違い、もしくは重点化したところで不登校、いじめがどれくらい減少してい

くのかというような分析は今後必要かと思うのですが、まずはそれがあるかどうかという

ことと、今後どう考えられるかというところを教えてください。 

 

○文部科学省 ありがとうございました。 

 まず前提として、冒頭御説明申し上げましたように、レビューシートの指標につきまし

ては、我々は見直さなくてはいけない点があると思っております。そういう意味におきま

して、指標の改善については、今日いただいた御議論も踏まえて、我々はしっかりと検討

していきたいというのが総論としてございます。 

 指標の中で、先生のストレスのみならず子供たちの状況もという形の御指摘をいただき

ました。６ページ目にあります、何度か御説明させていただいています子供たちの改善状

況というものは１つの指標として、これは従来取っていなかったものなのですが、近年取

るようにしています。これは今までになかったという意味で、我々としてデータを取るよ

うにしております。こういった中身も、より政策効果の分析の中に生かしていくことは必

要だと思っています。 

 その上で、重点地域における効果がどうなっているかということは、この前、千葉に一

緒に伺わせていただいた際もお話がありました。重点地域というものは、そうではない場

合もありますが、生徒指導上、概して一定の困難を抱えている地域に重点化されている場

合が多いという状況があります。したがって、通常地域と重点地域を比べたときに、重点

地域のほうが数字の状況がよいという結果に必ずしもならないところがございます。ここ

がマクロで見たときに難しいところではあるのですが、一方で、御指摘のようにカウンセ

ラー、ソーシャルワーカーの効果を数字として、税金を頂いている以上、より分かりやす

い形で示していくということは我々もやっていかなくてはいけないと思っていますので、

今申し上げたような現実の難しさがある中で、どのような御説明の仕方ができるかという

のは、我々も頭を絞っていきたいと思っております。 

 

○伊藤委員 おっしゃるとおりで、重点校と平準校の単純比較はできないと思うのです。

ただ、重点化された学校の経年での改善度合い、それ以外の学校の経年での改善度合い。

もちろんこれ自体ももっと要素分析をしなければいけないところがあると思うのですが、

それをやっていくことが、どれくらい人を増やすことへの効果があるかにつながってくる

のかなと感じますので、ここはやはり何かしら、もう少しできてくるといいのかな。 

 一旦ここでやめますが、この事業は誰もが絶対に必要だと思うのです。私はほかの都道

府県でも同じようにこういう事業評価をやっている中で、必要だなと本当に思います。だ

からこそ、エピソードとかエモーションだけによるのではなくて、エビデンスでどれだけ

効果があるかということを見せていくための分析は必要なのかなと思いました。 
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○郷事務局次長 ほかにございますでしょうか。 

 山田委員、お願いいたします。 

 

○山田委員 山田です。私は公認会計士としてこの場に呼ばれているのですが、実際のと

ころ、去年うちの娘が公立の中学校で不登校になりましたので、まさにすごく実感をして

います。 

 データで拝見しますと、不登校の児童生徒の数が全部で小中合わせて35万人、90日以上

欠席、多分うちの子供もそうですけれども、19万人と。それに対して、文科省さんの６ペ

ージの左上に、スクールカウンセラーによる不登校に関する対応件数は16万件、その下、

スクールソーシャルワーカーの対応件数は９万7000件ということで約10万件というふうに、

物すごく対応しているように見受けられるのですが、正直、僕は自分の子供の学校にスク

ールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーがいたという話は聞いていないですし、

全く縁がなかったというか、分からなかったです。当然、僕の周りにも、不登校ネットワ

ークではないですけれども、そういうのあるのですが、スクールソーシャルワーカー、ス

クールカウンセラーの方と面談まで至っていない。多分、予約がいっぱいとかだと思うの

です。逆に、全然いじめとかではないのだけれども、担任との面談で、最近ちょっと疲れ

たみたいな話があると、すぐスクールソーシャルワーカーさんとの面談があって、親が呼

ばれて、何回も面談があって、実際のところ子供本人も親も大したことないのになと思い

ながらも何回も面談を受けているみたいな、本当に個人的な話で申し訳ないのですが、ち

ゃんとかみ合っているのかなというのは思いながら聞いていました。 

 実際のところ、不登校の方35万人のうち、何人の方が直接カウンセリングとかを受けて

いるのですかね。それぞればらばらの数字は出ていますけれども、そのリンクしたものは

どういう割合で見ればよろしいのでしょうか。 

 

○文部科学省 まず、カウンセラーの方について、例えば13ページ目を御覧いただければ

と思います。こちらは相談件数という形のグラフになります。人数ではなく、こちらに書

いておりますが、同一の方が複数回相談した場合は相談回数全てをカウントという形とな

っておりますので、必ずしも人数ベースにはなっていないのですが、件数ベースでいきま

すと、不登校についての相談がこちらにございますように約96万件となります。ただ、１

人の方が複数回相談していることがございますので、そこは重複ありという形となります。 

 一方で、恐らく一番人数といったイメージで考えていただけると思うのは、何度か出て

おります６ページ目のグラフになります。こちらはカウンセラーの対応件数、子供に係る

相談の案件ベースとなりますが、16万という形となっております。 

 先ほど冒頭いただいたところについて申し上げますと、規模感について、お子さんのと

ころに御相談がなかったと、あるいはカウンセラーさんがいらっしゃらなかったというお

声をいただきました。我々は今、カウンセラー、ソーシャルワーカー、予算を頂いて配置
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を増やしてきておりますが、予算ベースで見ますと、１校当たり、カウンセラーは１週間

に４時間という形なので、恐らくそういうふうなところでというところがあろうかと思っ

ています。 

 

○山田委員 もちろん全て存じてはいるのですが、では、スクールカウンセラー、スクー

ルソーシャルワーカーをたくさん増やせばいいのかというと、そういうわけでもないと思

っています。つまり、スクールカウンセラーさんやスクールソーシャルワーカーさんがい

ると効果があるというのは、いないよりはいらっしゃったほうが当然いいと思います。た

だ、親の立場として、もしくは子供の立場としては、例えば実際に不登校になって、自分

でも原因が分からないことがあったり、どうしたらいいんだろうと困ったときに、どこに

頼るかというと、最初にネットで調べるのですね。ネットで調べると本当にいろいろな意

見が出るので、さらに惑わされたりするわけなのですが、スクールカウンセラーさんやス

クールソーシャルワーカーさんが得た知見とかもろもろのデータに、本人だったり親がア

クセスできるといいのになというのはすごく思っています。 

 つまり、これだけ幅広い予算をかけて、最終的には「チーム学校」みたいな各学校単位

になっていますが、不登校になる原因だったり、問題だったり、どうしたらいいんだろう

ということは、少なくとも東京だったら、そんなに東京内の地域差はないと思うのです。

そういうデータベースにアクセスできる権限があると、親としては非常に助かるなと思っ

ています。だから、単純に人を増やせばいいではないと思っています。 

 特にソーシャルワーカーさんの場合だと、関係機関との連携ということで７ページ目で

す。ここも教育支援センターとか児童相談所、警察とか病院とかを紹介してくれると。こ

の連携とかを本当に、うちの子供のときもこういうのがあればよかったなと思っているの

ですが、ただ、この人数を全部足すと18万人なのですね。なので、90日以上の不登校の人

が19万人で、連携は18万人って、これは本当ですか。これだけ連携をしているのであれば、

そういう具体例ですね。何か具体的なデータ、こういうときにはこういうところがあって

連携してくれますよという情報が、ネットの不確かな情報ではなくて、ちゃんと文科省さ

んが、こういうときにはこういうところがありますよというプレゼンスというか、もっと

広報活動も含めたことをやっていただけると、僕の子供のときのケースでは非常にありが

たかったのになと思いますが、この点はどうなのでしょうか。 

 

○文部科学省 ありがとうございます。 

 まず、データのほうについてお話しさせてください。７ページ目の関係機関との連携の

数です。こちらはスクールカウンセラー、ソーシャルワーカーが不登校以外の案件も含め

て対応している件数になります。したがって、分母が35万にならないという意味におきま

しては、いじめやほかの相談も含めてという形になります。そういう形のデータでござい

ますというのが１点です。 
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 その上で、今、山田委員からいただいた御指摘は、情報へのアクセス、そして、ネット

に頼るだけではなくてしっかりとした情報にアクセスできることということだと思ってい

ます。特に不登校のお子さんが増える中で、社会的にも不登校の保護者の皆様への相談支

援の強化というものが我々は大事だと思っています。そういう意味で、予算も頂きつつあ

るのですが、必要なことは各自治体レベルなどにおいて、親御さんが不安に思ったとき、

こういう情報が必要だと思ったときにしっかりとアクセスできるような相談窓口を用意し

たり、あるいは自治体のほうから積極的に提供したりという形で、あるいは保護者の方の

集まりのような場であったり、そのような保護者の方への相談支援体制の強化というもの

が我々は必要だと思っています。そういう意味におきまして、今、こちらも予算を頂きな

がら、各自治体に相談窓口を設置するようなことも含めて促しを進めているところでござ

います。 

 

○山田委員 先ほどちょっと申し上げましたが、各自治体とか各学校も大事なのですけれ

ども、正直、日本国内だったらほぼ同じような理由もあると思うのです。その状況にアク

セスできないというのは非常にもったいないかなと。ざっくばらんに言うと、学校とか自

治体に押し付けていませんかというのが１個あります。それは文科省として、国としてや

っていい、要は、わざわざ相談窓口とかでも結局混んでいるので、そうではなくて、デー

タベースさえあれば助かりますという話なのです。自分たちで調べたら情報が取れるよう

な、もちろん個人情報の問題ありますので、どこまで入れるかというのはあると思います

が、個人情報を抜いた形で分かるようになるといいなというのがあります。 

 あと、先ほど言った７ページの連携の18万人の件は失礼いたしました。いじめとかもろ

もろだと、トータルで何万人ぐらいなのですか。不登校、いじめとかを全部含めると、こ

の連携になる18万人の母数は一体。 

 

○文部科学省 連携になる母数は、ちょっと計算させていただいてよろしいでしょうか。

ちょっと確認を。 

 

○山田委員 ありがとうございます。突然ですみませんでした。では、いいです。その辺

りの各数字の連携状態、関連状態がちょっと分からなかったかなというのはありました。 

 以上です。 

 

○文部科学省 データについては計算させていただいて、後ほど御説明させてください。 

 

○郷事務局次長 大屋委員、お願いいたします。 

 

○大屋委員 慶應義塾の大屋でございます。 
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 まず最初に申し上げたいのは、いじめと不登校の現状は極めて深刻であるということで、

資料にも書かれていますが、純件数が増え続けてきている傾向にあるわけですね。子供の

数が減っている状況で純件数が増えてきているわけですから、これは深刻さを増している

と考えることができると思いまして、これにこれだけ頑張って立ち向かっておられるとい

うこの事業については尊敬したい、敬意を表したいと思います。 

 その上で申し上げると、状況はやはり深刻であるというふうにデータからも見えますし、

文部科学省さんとしても思っておられるだろうと。事務局資料でSC、SSWの人数当たり相談

件数が増えていないではないかという指摘はありましたけれども、これは文部科学省さん

からすると、要するに、まだ全然需要に対応できていないからこうなるのだということだ

と思いますし、実際に千葉県さんに伺ったときの現場の先生方の意見でもそうだと、まだ

隠れ需要が相当あるのだというふうにおっしゃっていた。 

 その中で、お示しいただいたデータからも、この政策が効果を示しつつあるという手応

えを感じておられると思うし、それは現場の先生方も同じだったと。特に現場の先生の心

理的負担の減少というのは、データでも出ていますが、非常に重要なことで、千葉県で元

教員だった方から、今は教育委員会に移られていますが、スクールカウンセラーが来て、

支援してくれて、ああ、教員の仕事って教えることだったんだと実感しましたとおっしゃ

って、本当に身につまされる思いというか、本務と違うところで手間取っている環境に皆

さん物すごくストレスを感じておられると。その軽減にこの事業が効果を現しているとい

うことは、実感的には明らかだと思うのです。 

 その一方でということを申し上げますと、ただ、この事業のどこがどう効いているのか。

飽和状態にあるとデータ数から見えるところではあるのですが、例えば投入した時間です

ね。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーが何時間働いて、それに対して

相談件数がこのぐらいであったというようなことは、多分、予算管理の観点からいうと、

効率性を示す指標として重要になってくるはずだと思うのですが、それぞれの場所の働き

方、どのぐらいの時間の投入がされたのか、その結果としてどのぐらいの成果が出たのか

ということについて、データを把握しておられるのかをまず伺いたいと思います。 

 

○文部科学省 ありがとうございます。 

 大変恐縮ですが、山田委員から先ほど御指摘いただいた計算について、まず申し述べさ

せていただければと思います。７ページ目の関係でございます。カウンセラーが６万4000

という数、これの分母、全体のSCの分母ベースで見ますと76万8315という形となります。

下のスクールソーシャルワーカー11万5000に対応するのは、分母が23万637といった形と

なりますので、全相談件数のうち、ソーシャルワーカーは比較的関係機関への連携が多い

というところ、性質上そうだと思っています。カウンセラーにつきましては、ソーシャル

ワーカーよりも関係機関との連携率は低いというところがございます。まずデータについ

ての御説明です。 
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 ２点目、大屋委員から御指摘がございました総労働時間、ここは先生からの御指摘のと

おり改善しなくてはいけないところだと思っています。各自治体においてカウンセラーや

ソーシャルワーカーを当然管理しているわけでございますが、国としてそれを網羅的にグ

ロスで、日本国としてという形で持つことが、今、私の御説明できる状況のデータにない

ということがございます。これについては、今年度のデータを取れないかというふうに試

みております。でき得れば、令和７年度の総労働時間を把握し、そして、その結果が恐ら

く令和８年度の秋ぐらいには出せるのではないかというようなデータを持ちつつ、総労働

時間というものを御指摘の方向で使う余地というのは検討していきたいと思います。 

 

○大屋委員 ありがとうございます。 

 そうなるだろうと思ってお聞きしておりました。というのは、私、前は国立大学に勤め

ておったのですが、高等教育だと国立大学には文部科学省さんから直接お電話をいただく

のですね。この数字を出してくださいといって把握されておるのですけれども、初中等教

育についてはそういう構造になっていなくて、要するに文科省さんが連絡を取れる、コン

タクトする相手は基本的に都道府県である。都道府県の先には市町村があって、市町村の

先の学校が実態として数字を持っているケースが多い。しかも、この構造自体は例えば厚

労省さんもほとんど同じなのですが、文部科学省さんの場合はさらに教育委員会が絡むの

で、さらに遠くに現場というものが出てくる。これはこの事業のことだけをあげつらって

いるわけでは全然なくて、もともと現在の日本の初中等教育はそういう形で、物すごい分

散管理体制になっていて、なかなかデータというものを中央から把握しにくい状況にある。

この中でどうやってEBPMをやっていくかというのが、特に文部科学省さんの初中等教育に

ついては課題になってくると思うのです。繰り返し言いますけれども、これはこの事業だ

けが悪いと言っているわけでも何でもなくて、構造的な問題として長期に取り組んでいた

だきたい課題だなと思っておりますという趣旨のお伺いでした。 

 ２つ目は、この事業も効いているだろうというのは私もそう思うのですが、ほかにもこ

の問題に対応しておられる方々はいます。１つは、教員の先生方自身が含まれるわけです

し、あとは、たまたま春の行政事業レビューで私は法務省の人権擁護委員制度やってきた

のですけれども、あちらでは、我々は学校のいじめ対策のために頑張っておりますという

ふうにアピールされるわけです。こういったものをどのぐらい把握しておられて、それぞ

れの効果をどう検証するかということが、この事業の評価という観点から非常に重要にな

ってくると思うのですが、その点について、文部科学省さんはどう把握しておられるかと

いうのを次に伺いたいと思います。 

 

○文部科学省 ありがとうございます。 

 御指摘のように、法務省におきましても、特に人権擁護の観点でいじめ問題への取組を

していただいているところでございます。法務省から伺っているところによりますと、主
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に小中学生を対象に、いじめなどの子供の人権問題について考えてもらうために、人権擁

護委員の方々が中心となって人権教室を各学校で行っていただいております。データとし

て申し上げますと、令和６年度は延べ約99万人を対象に人権教室を行っていると伺ってい

ます。 

 我々も今年７月に、我々と違う別の局にはなりますが、人権擁護委員の方々の活動と、

あるいは学校の地域学校協働活動といったものを連携しながら取り組んでいくことをお願

いするような通知も出させていただいているところでございます。 

 やはり人権擁護、あるいは法務省の関係の方々がアプローチしてくださるのは、学校か

ら外の方々のアプローチになります。当然、我々は学校で責任を持って、教育委員会とし

ても責任を持って対応していかなくてはいけないわけですが、そこのルートではない外へ

の相談をしたいというお子さんたちもいると思います。このお子さんに対して法務省がア

プローチをしてくれるということは、トータルとして見たときに大変重要だと思いますし、

必要なのは、文部科学省と法務省もしっかり連携して、トータルとしてやっていくという

ことであろうと思ってございます。 

 

○大屋委員 ありがとうございます。そのとおりだと思います。 

 その一方で、現場の方々に伺ったら、千葉県のSC、SSWの方々は、はてという顔をされて

いたところがあって、ただ、そうかなとも思いました。つまり、やはり人権擁護委員の方々

は相談機能を持っておられるので、かつ事態への解決に対して独自のルートを使えるとこ

ろが特徴だとアピールしておられたのですが、やはり生徒さんの目から見たとき、そこに

頼りに行くというのは、もう学校の中での解決を諦めた瞬間だと思うのですね。その意味

で、学校の中の方々がその存在にあまり自覚が及ばないというか、意識していないという

のは割と自然なことだと思うのですが、場合によっては、やはりそういうものと協働した

ほうがいいこともあると思いますので、おっしゃったとおり連携を深めていただければい

いのかなと私としては認識しております。 

 もう一点だけお伺いします。不登校の生徒数が問題になってきているわけですけれども、

ただ、不登校自体が問題ではないという観点もあり得ようと思います。当たり前ですが、

いじめの重大事態で自殺してしまうぐらいだったら逃げちゃってくださいというのは、私

も本当にそう思うわけです。他方で、ずっとそこにいていいのかということも問題であっ

て、文部科学省さんからの御説明があったとおり、不登校になること自体は問題ではない

けれども、そこから学習が続けられない状況が発生すると、それは問題であるということ

ですね。だから、何らかの形で、学校に戻っていただくのも１つの選択肢だろうし、そう

ではなくて多様な学びの形で、多少は通うということもあるだろうし、全部オンラインと

か通信でもいいけれども、学んでくださいというルートを幾つも確保していくことが重要

なのだとは思っています。 

 ただ、その一方で、では、学べているのですかということは、やはり検証する必要があ



16 

るだろうと。現状では、そのような対応を取る方に、相談する方につなげられていますか

というところを確認していて、これを長期アウトカムにしておられるのですが、御説明で

もありましたけれども、やはり最終的には、不登校になった子供が学びを続けられている

かどうかということをデータとして検証して、それを長期アウトカムに持っておかないと

いけないのではないか。それをどうやって検証するかということ自体が、これもまた巨大

な課題になってしまうので、長期的に取り組んでいただければという趣旨で申し上げては

いるのですが、やはり不登校になったとしても、学習ができていないと、いつか中学を終

えて高校に行くわけですし、その後、社会に出るわけですね。もちろん完全テレワークで

働き続けるとかも不可能なことではないので、それでもいいのだけれども、とにかく何ら

かの形で稼得能力を身につけていただかないといけない。そこをどういうふうに検証して

いくか。これについて現状の認識とか、今後に向けた課題等について、今お答えになれる

ことがあったら、よろしくお願いいたします。 

 

○文部科学省 ありがとうございます。 

 資料の11ページ目をもしよろしければ御覧いただければと思います。不登校の子供たち

に対するいろいろなアプローチという意味で資料を御用意させていただいております。ま

ず前提として、やはり学校、教育委員会関係者は、自らの学校が安心して子供たちが学べ

る場所にしていくと、魅力ある学校にしていくんだというのがまず大前提だと思います。

子供がSOSの状況にあれば、それを探知して、学校でしっかりとサポートしてあげるという

のが基本だと思っています。その上で、不登校の傾向の子供にも、もちろん学校はしっか

りと対応していかなくてはいけないわけですが、その上で、やはり学校に来られないとい

う状況のお子さんもいらっしゃいます。その中で、今ここに多様な学びの場に向けた取組

というものを入れております。グラデーションをつけているわけですが、一番上は、学校

には行くことができるけれども、クラスには入れない。そのようなお子様たちの学びの場

として校内教育支援センターという校内の別室の拡充を進めています。それから、通常の

学校とは別の学校として、学びの多様化学校という学校の設置も今進めています。それか

ら、学校というものにつらさを感じている子供たちには、教育支援センターだったり、民

間団体だったりと。それから、家から出られないお子さんにはアウトリーチ、オンライン

の指導という形の取組をしているところでございます。こういった形で、学校に来られて

いる子、あるいは学校には来られないけれども学びにつながりたい子供たちに対して、グ

ラデーションをつけて政策を用意しているというのがまずの状況です。 

 その上で、数字をどう取るかということにつきましては非常に大きな内容になります。

今御説明申し上げましたように、専門的な相談指導を受けることができている児童生徒の

割合を長期アウトカムとして書かせていただいております。これのみで十分かというと、

確かにそうではないのではないかというところは私も思います。単一ではなくて、幾つか

の指標を置いていくという考え方もあるのではないかと思っています。もちろんこれから
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精査していかなくてはいけません。ただ、例えば、我々がほかに取っているデータとして

申し上げますと、学びへのつながりといった意味では、不登校になったとしても、例えば

校外の教育支援センターとかで学んだその成果を出席扱いとすると。通常の教育内容と同

等の学びをすれば、学校に出席していたものと同じように扱うことができるような出席扱

いという形がございます。出席扱いを取っている子供たちの増加というのは、ある意味、

学びへ実質的につながっている子供たちの増加にもなりますので、これは指標の１つ。皆

さんが出席扱いというわけではないので、もちろんこれで全て考えるわけではないです。

ただ、複層的に見るデータの１つとしてはあり得ると思いますし、あるいは同様に、学校

外で学んだ成果を成績評価するといった取組も進めています。この子供たちの数の状況も、

恐らく学びの保障という意味においては重要なポイントだと思うので、１つではなくて、

幾つかのデータを総合的に考えていくというアプローチを取れないかなというのは考えて

いきたいと思ってございます。 

 

○大屋委員 ありがとうございます。 

 これは間違いなく非常に大きな課題になってしまうので、これも本日ただいまという話

ではなくて、長期的に取り組んでいただきたいという趣旨で申し上げているのですけれど

も、私も文部科学省さんの規制業界の人間なわけでございますが、我々だと教育の質保証

ということで、文部科学省さんから厳しく言われるのは、何をやったかではなくて、学生

に何が身についたかでしょうということなのですね。ごめんなさいね。それは高等教育局

のしでかしたことですからとおっしゃるかもしれませんけれども、ただ、そういう形で学

び得たこと、何を獲得したのかというところをはかることが本質的には非常に重要であろ

うし、そのための取組を検討していただけるといいのかな。 

 例えばですけれども、小中学校からの観点で言えるのは、高校進学率というのも１つの

考え方かもしれません。これも文部科学省さんの政策の成果だと思いますけれども、高等

学校とか大学段階での学びの方法も多様化していまして、いわゆる広域通信制の高校もあ

りますし、その中には、全部オンラインではなくて、例えば週に何日かは登校しますみた

いなものも存在する。あるいは、これもちょっと、私は私立大学通信教育協会の理事なの

で、若干ポジショントークですが、高等教育にも通信教育はありまして、これもZEN大学の

ように非常に新しい形のものが出てきている。そういう形で学びを続けられるプラットフ

ォームというのは大きく拡大してきていて、学びの多様化ということについては、文部科

学省さんの政策は成果を上げてきていると思うのですが、結構すぽっと抜けているかなと

思うのは、やはり獲得した能力の評価というところなので、そこについて課題として受け

止めていただければと思いました。 

 私からは以上です。ありがとうございました。 

 

○郷事務局次長 伊藤委員、お願いいたします。 
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○伊藤委員 先にコメントだけになりますけれども、学びの多様化学校で、私はこの間、

足立区に新しくできた東京みらい中学校の校長先生と話をしていて、あそこは不登校の子

供たち中心に来ていますけれども、例えば宿題は出さない、最初の１時間目はチョイスタ

イムといって自分のやりたいことをやる。ただ、それは子供たちのためというよりは、子

供たちの教育にそれがつながる、要は子供たちに学校がどう選ばれるかということをこれ

から考えなければいけない。まさにこれは多様な学びだなと思いました。 

 それと、これまでの議論の中で、さっき大屋さんがおっしゃった、どこまで刺さってい

るか分からないけれども、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーは効果が

あるであろう。ただ、それは頻度なのか、頻度だとしたらどれくらいなのか、頻度だけで

はなくてソフト面で相談の仕方なのか、もしくはアウトリーチが必要なのか、多分これが

この後、分析をしていかなければいけないところなのかなと思います。 

 ただ、まずはソーシャルワーカー、スクールカウンセラーは非常に効果が出てくるであ

ろうという中で、私はほかの都道府県で関わっている中で、やはり地域偏在があるなと感

じていて、この間見に行った千葉県は、募集したら必ず応募がある。ただ、私が知ってい

るところは、募集してもなかなか手が挙がらず、今は有資格の方だけではなくて、無資格

の方にも入ってもらうようにしているとか、ここの地域偏在をどう文科省としてクリアす

るかということも大切なのかなと思うのですが、そこはいかがでしょうか。 

 

○文部科学省 ありがとうございます。 

 確かにこの前、千葉に行かせていただいた際も、人の話はあったところです。全国的に

見ると、今、スクールカウンセラーとして勤務いただいている方はざっと１万1000人、ス

クールソーシャルワーカーはざっと4,000人です。カウンセラーになる基礎資格として多

い公認心理師の方が約７万人、臨床心理士の方は４万人と、スクールソーシャルワーカー

につきましては社会福祉士が約32万、精神保健福祉士が11万といった形で、カウンセラー

やワーカーに比して、資格を持っていらっしゃる方は、全国的に見れば多いという状況は

ございます。 

 一方で、御指摘のように、地域によっては、その人材がなかなか確保できないといった

声があることもおっしゃるとおりだと思っています。それに対するアプローチとして、各

教育委員会においては、おっしゃるように準ずるカウンセラーとしてリクルートするとい

う形もあります。ただ、このときは、しっかりとしたインストラクションをやはりしなく

てはいけない。もちろん経験者であるので、しっかりやっていただいているわけですが、

資格がない方を雇っている以上、必要な研修などをスーパーバイズするような人も含めて

やっていくというアプローチ。 

 それと、人材を集めるためには、やはり教育委員会だけでは限界があるところがありま

す。職能団体と連携していくという形で、職能団体と連携したリクルーティングをやって
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いくというところも１つの手だと思っています。そのような感じで今認識しています。 

 

○伊藤委員 意見になってしまうかもしれませんが、私は教育委員会の方と話をしていて、

教育委員会の方、そういう意味では教員でもありますけれども、人不足であると。ただ、

人不足を解消するために求めようとしても、そう簡単に来るわけではないときには、やは

り１つは現場にいる先生がソーシャルワーカー、スクールカウンセラーの意識、知識をど

う持つかということが大切だなということを現場の方が自らおっしゃっていて、もちろん

これは今、教員の負担軽減も考えなければいけないというところはあるけれども、もしか

したら、今日示していただいている心理的な抑制には、知識があるだけでも変わってくる

のかなと思いました。 

 もう一つ、そうはいっても人間だけで全て解決できるものではないからこそ、デジタル・

AIの活用はこれから考えていく必要があるし、実際にやっているところもあると思うので

す。今回の事業は、実際には、人への補助金だけではなくて、24時間体制に関しても、あ

とSNS対策についても補助金が出ることになっているので、子供たちは間違いなくソーシ

ャルワーカーさんとかに直接言うよりも、LINEを活用するほうが相談しやすいというのは

過去の事例の中でも見えてきていると思いますので、そこをどう使うか。 

 私が関わっていた県で聞くと、実際には、LINEで来たときの対応の仕方というのは一朝

一夕にすぐにできるわけではないところがあるので、そこのトレーニングが必要になって

しまうから、なかなか安易に手が出しにくいというお話をされていて、そこも含めて何か

対策を打てると、人の問題だけではなくて、あらゆる対策を打つことによって、いじめ、

不登校をなくすということにつながるのかなと思いました。もし御意見があればお願いし

ます。 

 

○文部科学省 ありがとうございます。 

 次の12ページ目を御覧いただければと思います。実際、子供たちの対応に当たるときに、

どうしても今日はスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーのお話を中心とさ

せていただきましたが、カウンセラーやソーシャルワーカーの配置は増えてきていますが、

それでも予算積算上でも週１回４時間が基礎配置です。それ以外はいないという形です。

したがって、この資料に書いております教育相談コーディネーターという方の役割が非常

に大事だと思っています。このコーディネーターの方が校内の状況を把握し、子供たちの

状況を把握し、そして、必要なときにカウンセラーやソーシャルワーカーにつなぐ。そし

て、このコーディネーターの方々が中心となって、より知識といいましょうか、心理や福

祉についての考え方を持つことによって、より対応がしやすくなるところがあると思いま

す。この方向は我々もやっていきたいと思っています。それが１点目。 

 それから、伊藤委員から御指摘がございましたように、24時間ダイヤルやSNS等による相

談も我々は取組を進めております。こちらもかなりニーズがございまして、対応している
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ところでございます。自治体において、この前の千葉のところでもありましたが、やはり

どういう形で対応していくかといろいろ模索しながらやっているわけですが、我々として

は必要な予算を確保しつつ、全体としての対応については、これからも、カウンセラーだ

けではなくて、ダイヤルやSNSを含めてやっていきたいと思ってございます。 

 

○伊藤委員 最後にごめんなさい。生成AIを完全に信じるのは当然なかなか難しいという

ことは前提とした上で、これまでのソーシャルワーカーさんたちのケースを全部読み込ま

せた上で、一定のインプットをした上で、ある程度、子供たちからこういう話があったと

きにどう返すかというものをつくることはできるのではないかなという気がしていて、今

回のこの事業は補助事業だけではなくて、実際には研究をするための委託事業とかも入っ

ているので、そういうこともあり得るのかなと思いました。 

 

○文部科学省 これは非常に大きなテーマの１つだと思っています。今、確たるものを私

が責任を持って申し上げることはできないので、ある意味感想的なところになりますが、

AIを活用していく余地はあるのではないかという御指摘と、一方で、最終的に、場合によ

っては非常に重篤なところにつながり得る子供の相談がAIでいいだろうかという御意見も

あると思います。こちらは両方あると思いますので、AIの功罪というものを我々もしっか

りと考えながら、どういう道がいいかというものは、これからも考えていきたいと思って

います。 

 

○郷事務局次長 ほかにございますか。 

 島田委員、お願いします。 

 

○島田委員 島田です。ありがとうございます。 

 私はウェルビーイングということが専門でもありますので、その観点から、これまで先

生方がされてきた議論のポイントを含めて、少し全体的な話になるかもしれませんけれど

も、思ったことと、質問も浮かんでくるかもしれません。その場合は教えてください。 

 そもそも、なぜ不登校の方が出るのかとか、いじめというものが起きるのか、いろいろ

な事情があると思います。それは恐らく学校という環境だけではなく、大人の私たちが住

み、暮らし、生活をしているいろいろな場、人が集まればやはり何かはあるのだと思うの

です。そうなったときに、もともとはやはり心の豊かさというようなものが醸成されてい

くために教育があったり、それは学校だけではなくて、家庭の中であったり、地域の中で

あったり、私が今どんどん広がっていってしまう話をしている理由は、事業は事業でスク

ールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーさんのことが今フォーカスにはなってい

ますけれども、これだけに行ってしまうのではなくて、常に全体的な視点を持つ必要があ

ると思うからです。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーさんが増えたら
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いいことがある。でも、予算もあるのだから、増やし続けるわけにもいかない。だとした

ら、やはりまず質をどう担保し、もしくは改善し、どういう方たちにSC, SSWになっていた

だくと、こういう効果があるということを把握することが大切だと思います。その質を高

めていくことにどのような御尽力をされているのかを教えてください。 

 かつ、多分やっていらっしゃることがそれぞれあって、すごくいい事例みたいなものが

あったときに、それをスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーのみならず、

学校の中でどんどんシェアをし合って、いいところやうまくいっていることを、私は外資

系にいたときにすごく使っていた表現があって、大好きだから英語で言ってしまうのです

けれども、Steal with Prideという言い方があって、誇りを持って盗むということですね。

お、これいいじゃないと思ったら、どんどん取り入れていくという意味です。なので、も

う既にやっていらっしゃることで、とてもいいことがあるはずだから、それをもっとシェ

アし合って活用していく。そういうところに例えばデジタルを使っていくとか、AIを使っ

ていくということも十分可能だと思います。 

 この事業はもう13年やっていらっしゃって、来年度については24億円増えていくと。増

えていって、やっていったらよくなるということが見えてくるようなKPIをこれから見直

されると思うのですけれども、やはり１つはそこの質があると思います。 

 同時に、６ページのデータで、心理的ストレスが減るよというのはいいと思うのだけれ

ども、そもそも６点台というのがいいのですかというお話だとか、あと、伊藤先生もおっ

しゃられていましたけれども、先生のストレスはもちろんのこと、生徒さんはどうなんだ

ろう、親御さんはどうなんだろうと。今はスクールソーシャルワーカーやスクールカウン

セラーにフォーカスを置いているからその視点になっているけれども、私たち自体がもっ

と広く見ながらやっていかないと、論点がずれていってしまう可能性があるのではないか

と思います。 

 今、政府はウェルビーイングというものを2021年から骨太の方針にも入れて、しっかり

やっていっている。でも、形骸化してきている気もします。というのは、言葉だけではな

くて、現場で、実態で、何か楽しいなと思えていたら、やはり状況は変わると思います。

なので、教育の仕方も含めて、対応の仕方も含めて、画一的に何かをしていくのではなく

て、そこには個性だとかアイデア、表現の仕方や学びのスピードとか、そのやり方などが

もともとみんな違うんだとなったときに、不登校になったからといって、もちろん学びの

場の展開、提供というのはすごく重要です。でも、もしかしたらその前からそういったも

のがあったっていいのではないかとなったら、義務教育の中でフリースクールの話をする

となると違うよとなってしまうかもしれないけれども、本当にいい国にしていくのであれ

ば、今世の中にあるいいものをどんどんシェアし合っていくという観点も含めた事業にな

っていくと、よりよいのではないかと思いました。 

 先ほど伊藤先生も一つ、学校の事例を出されていましたけれども、私も最近知った中で、

北海道にあるまおい学びのさと小学校だったり、長野県の大日向小学校、それから、和歌
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山県にも新たにうつほの杜学園という学校ができたりして、やはり子供たちにとってウェ

ルビーイングであれるような、知識だけではなくて心が醸成されていく場が求められてい

ます。これは実は自己肯定感というところに結局行き着くとすると、日本の子供たちの自

己肯定感の低さが世界の中では本当に低いレベルであるという、ここに対してこの事業が

どれほど効果が出てくるきっかけになり得るのかみたいな視点が、私はKPIの中にあって

もよいのではないかなと感じました。 

 最後になりますが、これは完全なるコメントですが、私は組織、人事、育成、教育、ウ

ェルビーイングといったことをずっとやってきていて、確実に意識をしたらいいのではな

いかなと思うことが１つあります。それは、その場に、これは学校もそうです。ここの場

もそうです。皆さんがいらっしゃるところもそうです。学習性無力感というような状況が

蔓延はしていないかというようなことを見る視点です。学習性無力感というのは、無力感

を学んでいってしまうのです。何を言ったって聞いてもらえない無反応、無表情。意見を

言ったら否定される。このような状況が続いていったら、もう誰も言わなくなる。今度は

それがひどくなると、頑張っている人たちとか意見を言う人たちの足を引っ張るようにな

ってくる。これが組織の中で出てくるのですね。 

 でも、一方、真逆の状態をつくることもできます。それが学習性楽観主義という表現で

言われます。これも学んでいける。でも、楽観主義、つまりいいところを見ていくとか、

よりよい方向に持っていく。誰かが何かを言ったとき、例えば失敗してしまったりとか、

変なことを言ったときだってある。でも、それ面白いねと言えるとか、どうしてそういう

ことをやったの、何でと興味を持って対応できる。こういうちょっとしたことで状況はす

ぐ変わるのではないかと思うので、こんな場面を学校のことに関わられるか皆さんが、さ

っきどなたか先生がおっしゃってくださっていましたね。知識として知っているだけでも

状況は変わるのではないかと、このようなところも含めた事業になっていったらいいので

はないかなと思いましたので、コメントが多かったですけれども、ぜひ参考にしていただ

ければうれしいなと思います。お願いいたします。 

 

○郷事務局次長 山田委員、もしコメントがございましたら、端的にお願いいたします。 

 

○山田委員 今回の議論の１つのポイントである効果発現経路、アウトカムをどうするか

問題に関しましては、２点思ったのですけれども、やはりこの問題は結局、不登校だとい

っても、その原因がいじめなのか、病気なのか、発達障害的な話なのか、貧困家庭なのか

というのは全然ばらばらなので、だったらアウトカムも多少分離することもこの場合やむ

を得ないのかなと思っています。つまり、それぞれのケースについてどれだけ改善できた

か、改善できるかというのが考えなくてはいけない今後の論点かなと。 

 あともう一つは、当然、アウトカムなので数字で出すべきなのですけれども、僕の実体

験としては、結局、子供が中学校生活でちゃんと勉強できたのか、楽しかったのかという
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満足度ですね。あと、親から見る満足度。アンケートなので、どうしても主観にはなるの

ですけれども、やはり主観的な数字と、あと、今あるような70％以上まで相談を受けると

か、先ほどほかの先生方もおっしゃっていた、例えば進学率なのか分かりませんが、複数

交える中には、僕はちょっと満足度も入れたほうがいいのではないかなというのは、個人

的な実体験として思います。 

 僕自身は、学校の方には本当によくしていただいたので、そういう意味では満足ではあ

ることを付け加えさせていただきます。 

 

○郷事務局次長 それでは、文部科学省さん、併せて御回答をお願いいたします。 

 

○文部科学省 ありがとうございます。 

 まず、島田委員から、カウンセラー、ソーシャルワーカーの質の担保という形でいただ

きました。おっしゃるように、数だけではなくて質が大事だというのはまさにそのとおり

だと思います。まず、有資格者については職能団体において、その資格取得プロセスにお

いて当然質保証をしていただいているわけでございますが、その上で、学校のスクールカ

ウンセラーというところ、あるいはソーシャルワーカーというところに入職していただく

際の研修であったり、学校教育という状況を御理解いただくことも必要だと思います。そ

のような研修であったり、あるいはスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

をスーパーバイズするスーパーバイザーの方もいらっしゃったりします。そういう形の取

組は、自治体でいろいろ進んでいるのですが、恐らくそのいい事例が共有されることによ

って、いい取組が広がっていくのではないかというところで、まさにそのとおりだと思い

ます。今も一定程度は拾えるようにしているのですが、その取組を、グッドプラクティス

を広げることができるような形というのは我々も考えていきたいと思っています。 

 それから、ウェルビーイング、これは山田委員の御指摘にもつながると思います。満足

感、あるいはそもそものウェルビーイングな学校ということだと思います。どうしてもこ

の事業は、不登校やいじめに対する対処ということが中心になってくるところはあろうか

と思っています。恐らく学校そのものをウェルビーイングにしていく、満足するものにし

ていくということは、文科省行政をトータルでやっていかなくてはいけない。教員の問題

もそうですし、学習の内容もそうですし、あるいは学習環境の問題もそうだと思います。

そのようなトータルの中で文部科学省として、まさにウェルビーイングということも考え

ながら、学校教育の充実を図っていくということは基本としてこれからもやっていかなく

てはいけないと思ってございます。 

 満足感については、今お話しした、山田先生からもいただいたところの満足感もそうで

すし、データの取り方については、どういうデータの取り方がいいかということは、今日

の御議論も受けながら、我々はこれから考えていきたいと思ってございます。 
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○郷事務局次長 ありがとうございました。 

 お時間となりましたので、大屋委員におかれましては、コメントの取りまとめをお願い

いたします。それでは、よろしくお願いいたします。 

 

○大屋委員 では、以下のとおり読み上げさせていただきます。 

 いじめ・不登校の問題は深刻さを増しており、本事業がその解決に向けた重要な施策で

あることが認められる。しかし今後に向けては、以下の点に留意すべきである。 

 スクールカウンセラー（以下SC）、スクールソーシャルワーカー（以下SSW）一人当たり

の予算上の投下労働時間や実労働時間、相談件数のデータ等を把握・分析し、政策効果を

検証すべきである。 

 本事業はSC、SSWの配置に係る予算が大宗を占めるが、各学校等へのSC、SSWの配置のみ

ならず、地域の教育相談機関等における支援のほか、法務省の人権擁護委員との連携・活

用といった、経路が異なる重層的なアプローチも重要である。 

 小中学校、市区町村の教育委員会、都道府県の教育委員会と段階の多い構造ではあるが、

工夫して情報把握と支援内容の周知に努めるべきである。 

 文部科学省が掲げる「不登校により学びにアクセスできない子供たちをゼロにすること

を目指す」との目標に鑑み、不登校でも学びにアクセスできている子の状況を把握可能と

する指標を長期アウトカムに設定していくべきである。 

 短期アウトカムに本来求められる、受益者（児童生徒）の視点で事業の効果を把握・検

証可能な指標を設定すべきである。 

 なお、本事業に限らず、全ての府省庁においては、EBPMの定着・深化のため、上記の視

点に基づき、しっかりと対応すべきである。 

 以上です。 

 

○郷事務局次長 ありがとうございました。 

 以上をもちまして、本テーマに係る議論を終了いたします。どうもありがとうございま

した。 

 


